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第２章 情報公開制度の運用について  

 

Ⅰ 概況  

平成１９年度の公文書開示請求及び決定状況を１８年度と比較すると、請求者数（延べ）は、
５３２人から４８１人と５１人、約１０％の減、決定件数は、７２０件から６３１件と８９件、
約１２％の減となっています。これは、警察本部長の決定件数が４６件から２９件と３７％、
教育委員会の決定件数が８０件から６４件と２０％の減など、知事以外の実施機関の決定件数
が２２０件から１５９件と６１件、２８％の減となっており、知事の実施機関においては５０
０件から４７２件と２８件、６％の減となり大きな増減はありませんでした。 
決定件数を実施機関（担当部局）別に見ると、土木部の１６１件（建築計画概要書や道路の

区域変更図等）が最も多く、次いで健康福祉部１０２件（指導監査報告書や食品営業許可業者
一覧等）となっています。 
実施機関ごとに見ると、１８年度と比較して、政策企画部（２０件→４３件、２３件の増、

女子大移転に関する文書等）、文化環境部（２２件→３７件、１５件の増、水質特定事業場届出
一覧等）で増加している一方、総務部（８０件→３６件、４４件の減）、議会（２３件→７件、
１６件の減）、教育委員会（８０件→６４件、１６件の減）、公営企業管理者（２２件→６件、
１６件の減）は減少しています。 
その他の実施機関として、選挙管理委員会（政治資金収支報告書等）等では大きな増減はあ

りませんでした。 
 

Ⅱ 公文書開示制度の運用状況  
 
１ 開示請求者の状況 

開示請求者の状況は表１表１表１表１のとおりです。 
   １９年度の開示請求者の延べ数は４８１人で、前年度と比較すると、５１人（９．６％）

減少しています。 
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 表１ 開示請求者数及び内訳                                   
請 求 者 内 訳 

年度 請求者数 
（延べ） 県内に住所を

有する個人 
県外に住所を
有する個人 

県内に事務所
又は事業所を 
有する法人そ
の他の団体 

県外に事務所
又は事業所を
有する法人そ
の他の団体 

１９１９１９１９                 ４８１４８１４８１４８１                 ２７３２７３２７３２７３                     ４２４２４２４２                     ８６８６８６８６                     ８０８０８０８０     
１８      ５３２     ２９８       ４５      １１４        ７５  
１７      ６８９     ４４１       ６３      １３２        ５３  
１６      ５５９     ３７７       ５１       ９７        ３４  
１５      ８２４     ５８７      １０２      １０５        ３０  
１４      ８２４     ５５５      １４６      １０１        ２２  
１３      ７１２     ５４７        ６８        ８８         ９  
１２      ５７３     ４８６        ２２        ５０        １５  
１１      ４１０      ３４１        １８        ３５        １６  
１０      ３２４      ２９６        １３        １５          ０  
９      ２４８  ※ 平成９年度以前の内訳についてはデータなし。 

 
 
 
 

８      ３０９ 
７        ９６ 
６        ４１ 
５        ３５ 
４        ４０ 
３        ３５ 
２        ２３ 
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平成10年以降の開示請求者数の推移

県外に事務所又は事業所を
有する法人その他の団体

県内に事務所又は事業所を
有する法人その他の団体

県外に住所を有する個人

県内に住所を有する個人
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２ 公文書開示請求及び開示等の決定状況 
      公文書開示請求件数及び開示等の決定内容は、表２表２表２表２のとおりです。 
      請求件数に対する実質開示率は、１８年度の９８．１％から１９年度は９８．６％とな

りました。 
 

※参考 「実質開示率」 ＝（全面開示＋部分開示）÷（請求件数－存否－不存在－不
受理－取下げ） 

 
  表２ 開示請求件数及び決定内容等の内訳 

決  定  内   容  等   （単位：件） 公文書写し
の交付枚数年 

 
度 

請 求 
 

件 数 開 示 
部 分 

 
開 示 

非開示
存否応

 
答拒否

不存在 不受理 取下げ 紙 
そ
の
他

19191919    631631631631    323323323323  183183183183    7777  4444  71717171  1111  42424242    34,73034,73034,73034,730  15151515  

18 720 372 193 11 1 67 8 68 39,531 13

17 986 397 335 114 4 58 1 77 38,600 14

16 830 410 252 15 3 64 18 68 36,223 8

15 1,547 671 519 98 1 120 4 134 51,888

14  1,330    679    353    28      1    191      7   71 37,371 16

13  1,110    466    348     39      2    132     39     84 32,819  1

12  1,081    509    307    44    156   65 33,049

11   827    317    271     48    158     33 27,893

10    568    206    210     16     81     55 19,824

 9    679  248    279     16    102     34 11,739

 8  1,112    370    411     80    227     24 30,112

 7 14,268  2,919 11,286     17     33     13 15,241

 6    583    422    129      3     17     12  2,054

 5    815    717     67     19      6      6  2,226

 4    441    328     74     26      5      8    939

 3    53     16     32      1      0      4    171

 2     39      8     27      0      1      3    308
 
 
 
 
 
 
 

＊ 「件数」  平成８年度以降･･･決定通知書の数  
        平成７年度以前･･･対象公文書の数  
＊ 「請求件数」決定内容等の件数の合計  
        平成１２年度以前は文書が不存在のもの又は条例対象外文書を含む  
        （平成１３年度にも不存在を含む）  
＊ 「その他」 電磁的記録の交付枚数
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平成19年度の決定内訳平成19年度の決定内訳平成19年度の決定内訳平成19年度の決定内訳

非開示
1%

不存在
11%

不受理
0% 取下げ

7%

部分開示
29%

開示
51%

存否応答拒否
1%

 
 
３ 実施機関ごとの請求及び決定状況 
 １９年度の実施機関（担当部局）ごとの請求件数及び決定内容の状況は、表３表３表３表３のとおり
です。 

  前年度と比較して、政策企画部で増加していますが、総務部で大きく減少し、警察本部
長、教育委員会、公営企業管理者でも若干減少している以外は、その他の実施機関で大き
な増減は見られませんでした。 
 
平成１９年度実施機関別請求状況  

健康福祉部
16%

土木部
26%

森林部
2%

海洋部
2%

産業技術部
2%

観光部
0%

農業振興部
5%

商工労働部
2%

文化環境部
6%

労働委員会
0%

収用委員会
0%

警察本部長
5%

海区漁業調整委員会
0%

公営企業管理者
1%

内水面漁場管理委員会

0%

監査委員
1%

人事委員会
0%

公安委員会
0%

選挙管理委員会
7%

教育委員会
10%

議会
1%

会計管理局
1%

総務部
6%

危機管理部
0%

政策企画部
7%
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 表３ 実施機関別請求件数及び決定内容等内訳        
 請求件数  決  定  内  容  等  

 
実  施  機 関  

18 年度 19 年度 開示
部  分

開  示
非開示

存否応

答拒否
不存在  不受理  取下げ

 総務部  80 36 18 6 4 2  6

 政策企画部  20 43 19 13  8  3

 危機管理部※１  2 1 1   

 健康福祉部  109 102 51 27 2 16  6

 文化環境部  22 37 22 7  4  4

 商工労働部  16 14 6 7    1

 観光部※２  1 1    

 農業振興部  85 34 16 10  6  2

 森林部※３  13 6 4  2  1

 海洋部※３  12 8 1  2  1

 産業技術部※４  12 9  2  1

 土木部  167 161 91 42  21  7

 会計管理局  1 5 4     1

 

知 
 
 

事 

計  500 472 252 118     2 4 63  33

 議会  23 7 5 1  1  1

 教育委員会  80 64 39 18 3     1 3

 選挙管理委員会  42 43 3 36     4

 人事委員会  4 3 2         

 監査委員  2 6 1 4 1    

 公安委員会        

 警察本部長  46 29 18 6 4   1

 労働委員会   1      1

 収用委員会  1      

 海区漁業調整委員会         

 内水面漁場管理委員会             

 公営企業管理者  22 6 3   3  

 合       計  720 631 323 183 7 4 71 1 42

 
【注意】 平成 19 年度の機構改革により、危機管理部、観光部、産業技術部が新設され、農林水産部は、農

業振興部、森林部、海洋部に改編された。 

 

※１ 平成 18 年度は危機管理担当理事所管として総務部の決定件数に集約。 

※２ 平成 18 年度は観光担当理事所管として商工労働部の決定件数に集約。 

※３ 平成 18 年度は森林局、海洋局として農業振興部に集約。 

※４ 平成 18 年度は産業技術担当理事所管として商工労働部の決定件数に集約。 

                                         （表４も同様） 
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４ 部分開示又は非開示理由の状況 
平成１９年度の部分開示又は非開示決定の開示しない理由の状況は、表４表４表４表４のとおりです。 

開示しない理由として最も多いのは、住所や氏名、性別、年齢などの個人に関する情報で、
全体の４３．７％を占めています。 

   二番目に多いのは、開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障を生ず
るおそれのある情報であり、全体の２８．１％となっています。 
三番目に多いのは、法人等の事業活動情報のうち開示すると当該法人の正当な利益を害

すると認められる情報（取引先や銀行口座番号など）であり、全体の１７．２％となって
います。 

 
 表４ 平成１９年度の部分開示又は非開示理由 

 

非開示理由 

   実施機関 
法令秘

個人

情報

事業活

動情報
犯罪 生命

事務事

業情報 
任意 計 

 総務部 5 3 3 2  13

 政策企画部 9 6 6  21

 危機管理部 1 1  2

 健康福祉部 23 12 13 1  49

 文化環境部 5 3 1 3  12

 商工労働部 4 5 3  12

 観光部  

 農業振興部 9 3 4  16

 森林部 4 1 1  6

 海洋部 1  1

 産業技術部  

 土木部 26 7 11 15  59

 会計管理局  

 

知 
 
 

事 
計 86 41 43 21  191

 議会 1  1

 教育委員会 12 6 1 5  24

 選挙管理委員会 14 36  50

 人事委員会  

 監査委員 4 4 2 1  11

 公安委員会  

 警察本部長 10 5  15

 労働委員会  

 収用委員会  

 海区漁業調整委員会  

 内水面漁場管理委員会  

 公営企業管理者  

 合      計 127 51 5 82 27  292

※１件の公文書につき複数の非開示理由があるときがありますので、決定の件数と一致
するものではありません。 
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 ５ 不服申立て（異議申立て・審査請求）の状況 
   平成１９年度の不服申立て及び不服申立てに対する裁決又は決定件数は、表５表５表５表５のとおり

です。 
 
 
 表５ 不服申立て件数及び裁決又は決定件数         （平成２０年３月末現在） 

裁決又は決定件数 １９年度 
不服申立て
件数 

１８年度末 
未裁決・未 
決定件数 

不服申立て
件数合計 

認容
一部
認容

却下 棄却 
取下げ 審査中

 １件 １８件 １９件 ３件 １件 ０件 ９件 ３件 ３件 

    
 
 

不服申立て件数の推移  

0 0 2 3 3

14
16

4
6

12 13

21

61

20

5 4 5

1

0

5

10
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60

65
件
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年度
 

 
 なお、平成１８年度の不服申立て（異議申立て・審査請求）の状況は、次の表のとおりです。 
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平成19年度の不服申立て（異議申立て・審査請求）の状況 
※※※※    年度（年度（年度（年度（19191919年度）は諮問日（年度）は諮問日（年度）は諮問日（年度）は諮問日（H19.4.5H19.4.5H19.4.5H19.4.5）による。）による。）による。）による。    

 
平成20年８月1日現在 

 
 

原  決  定 
 

 
公文書開示審査会 

 
 

 
番 号 

 
 
 

公文書の件名（請求の内容） 

 
 

諮問実施機関 
 

（担当課室所）
 

 
請求 
年月日 

 
決定 
年月日 

 
不服申立
て年月日

 
決定の内容
及び理由 
 

 
諮問 
年月日 

 
答申 
年月日 

 
答申の 
内容 

 
 

不服申立
てについ
ての裁決
又は決定 

 
154号 

平成19年度全国学力・学習状況調査［小学校］
実施マニュアル 
平成19年度全国学力・学習状況調査［中学校］
実施マニュアル 

 
教育委員会 
小中学校課 

 
H19.3.19 

 
H19.3.27 

 
H19.3.29 

 
部分開示 
（事務事業
情報） 

 
H19.4.5 

 
H20.3.5 

 
一部認容 

 
一部認容 
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Ⅲ 県民室の利用状況  

 
   平成１９年度の県民室の利用状況は、表６表６表６表６のとおりです。 
 
     表６ 県民室の利用状況 

 

利 用 者  数 貸 出 し 閲   覧 
 

コピーサービス 

 
  ３，７９１人 

 
    １８９人 

 
  ３，６０２人

 
 ２３，８３８枚 

 
  県民室利用者の推移  

資料室の利用状況資料室の利用状況資料室の利用状況資料室の利用状況

261 285 388 413 327 295
271

1096

944 909 889

1313

515 327 360 291 229 189

1151
1471

1111 1049
1432 1327

916
616

1850
1527 1586

4041

1838

2580

5916

4851
4339

3602

1327
1334

1820 1740 1798

887
1211

2946
2471 2495

2040

5354

2353

2907

6276

5142

4568

3791

0
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7000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 年度

人

貸出し

閲覧

利用者数

 
コピーサービス利用者の推移 

6,387
7,198

10,546
11,336

11,074
10,610

10,930

14,920
14,918

16,096

16,952

15,224

20,169

31,233
28,873

24,708
27,910

23,838

0
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10,000
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35,000

枚

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

年度

コピーサービス利用者の推移コピーサービス利用者の推移コピーサービス利用者の推移コピーサービス利用者の推移

ｺﾋﾟｰｻｰﾋﾞｽ枚数

 
 


